
議

案

第

百

二

十

四

号 

 
 

 

和

解

に

つ

い

て

 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

 
 

平

成

二

十

五

年

十

一

月

二

十

七

日

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

和

解

に

つ

い

て

 

 

左

記

の

と

お

り

和

解

す

る

。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

記

 

一 

件 
 

 

名 
 

境

界

確

定

請

求

事

件

に

係

る

和

解 

二 

当 

事 

者 
 

原 

告 

東

京

都

港

区

三

田

四

丁

目

十

三

番

十

七

号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

宗

教

法

人

明

圓

寺 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

被 

告 

東

京

都

港

区

芝

公

園

一

丁

目

五

番

二

十

五

号

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

港

 

区 
 

三 

事

件

の

要

旨

 

 
 

原

告

は

、

原

告

所

有

の

土

地

と

被

告

所

有

の

土

地

と

の

境

界

に

つ

い

て

、

平

成

十

六

年

に

原

告

及

び

被

告



が

確

認

し

た

境

界

は

誤

り

で

あ

り

、

原

告

が

新

た

に

調

査

し

た

内

容

に

よ

る

境

界

が

正

し

い

と

し

て

、

平

成

二

十

三

年

八

月

八

日

、

被

告

に

対

し

て

、

境

界

確

定

を

求

め

る

民

事

訴

訟

を

提

起

し

た

。 

四 
和

解

条

項 

 
 

弁

論

手

続

の

進

行

中

、

東

京

地

方

裁

判

所

か

ら

の

和

解

の

勧

告

を

踏

ま

え

て

、

原

告

及

び

被

告

が

協

議

し

た

結

果

、

次

の

と

お

り

和

解

す

る

こ

と

と

す

る

。 

 

一 

原

告

及

び

被

告

は

、

別

紙

図

面

表

示

の 
 

 
 

の

各

点

を

順

次

直

線

で

結

ん

だ

範

囲

の

土

地

部

分

、

同

図

面

表

示

の 
 

 
 

の

各

点

を

順

次

直

線

で

結

ん

だ

範

囲

の

土

地

部

分

及

び

同

図

面

表

示

の 
 

 
 

 

を

順

次

直

線

で

結

ん

だ

土

地

部

分

に

つ

い

て

、

い

ず

れ

も

被

告

が

所

有

権

を

有

す

る

こ

と

を

相

互

に

確

認

す

る

。 

 

二 

被

告

は

、

原

告

に

対

し

、

別

紙

図

面

表

示

の 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

の

各

点

を

順

次

直

線

で

結

ん

だ

線

に

沿

っ

て

被

告

所

有

地

内

に

お

い

て

、

被

告

が

定

め

る

工

事

方

法

及

び

原

告

の

被

告

宛

て

平

成

二

十

五

年

十

一

月

一

日

付

「

確

約

書

」

に

記

載

さ

れ

た

原

・

被

告

の

土

地

使

用

条

件

に

従

い

、

被

告

の

費

用

で

擁

壁

を

改

築

補

修

す

る

。 

 

三 

原

告

は

、

被

告

に

対

し

、

二

の

工

事

に

全

面

的

に

協

力

す

る

。 

 

四 

原

告

及

び

被

告

は

、

本

件

訴

訟

手

続

を

終

了

さ

せ

る

。 

 

五 

原

告

及

び

被

告

は

、

原

告

と

被

告

と

の

間

に

は

、

こ

の

和

解

条

項

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

に

何

ら

の

債

権

債

務

が

な

い

こ

と

を

相

互

に

確

認

す

る

。 

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

（Ｂ） 

（Ｃ） 

（Ｄ） 

（Ｂ） 

（Ｆ） 

（Ｇ） 

（Ｈ） 

（Ｆ） 

（Ｉ） 

（Ｊ） 

（Ｋ） 

（Ｉ） 

（Ａ） 

（Ｂ） 

（Ｃ） 

（Ｄ） 

（Ｅ） 

（Ｆ） 

（Ｇ） 

（Ｈ） 

（Ｉ） 

（Ｊ） 

（Ｋ） 

（Ｌ） 

（Ｍ） 

（ ） 



 

六 

訴

訟

費

用

は

、

各

自

の

負

担

と

す

る

。 
（

説 

明

） 

 

境

界

確

定

請

求

事

件

に

つ

い

て

、

和

解

す

る

必

要

が

あ

る

た

め

、

地

方

自

治

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

六

十

七

号

）

第

九

十

六

条

第

一

項

第

十

二

号

の

規

定

に

基

づ

き

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 

（ ） 




